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Ⅰ 分析の枠組み

１．問題の所在

政策転換（policy change）の内容をなす様々

な概念のひとつとして，政策移転（policy

transfer）がある。政策移転は，他国のアイディ

ア・制度・プログラム・政策を基にして，自分

の国のプログラム，政策，制度が発展する現象

を指している［Dolowitz２０００，２２―２４］。すなわ

ち，外国からの政策学習を，取り入れる側が政

策変化の触媒剤として自国の政策発展に利用す

ることを意味する。

政策移転過程は，多様なアクター間の相互作

用の過程であり，競争的政治過程の一部分であ

る。現状に不満を持つアクターが，現政策の失

敗リスクを減少させたり，解決策を探索したり

する動機から，移転行為に入る。すなわち，外

国の移転対象を調査し，その効果を評価

（prospective policy evaluation）し［Mossberger and

Wolman２００３，４２８―４４０］，自発的移転活動を行

う［Rose１９９１；１９９３；２００５］（注１）。それに対し，

批判する側も現れ，導入をめぐる賛否両論の相

互作用が繰り広げられる。このような政策移転

過程を通じて，政策変化の方向と内容が変わっ

ていく。多様な相互作用のメカニズムが，政策
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《要 約》

本稿の問題意識は，日本をモデルとして導入した韓国のマニフェストが，なぜ短期間にパブリック

・アジェンダとして取り上げられ，普及したのかである。筆者は，マニフェストを移転する推進アク

ター間の相互作用に着目する。政治改革を求めるアクターが，日本のマニフェストを移転対象として

決定し，移転行為を行うなかで，推進アクターの動員資源と特徴，アクター間の相互作用の特徴に焦

点を当て，短期間普及の要因を分析する。

分析の結果，韓国のマニフェスト運動の展開は，（１）動員組織を持つ市民団体と選管の積極的な参

加，（２）市民社会やマスコミなどの領域内部の競争，というミクロの動きをベースに，（３）市民社会－

マスコミ－選管という領域をまたぐ５つの移転ネットワークが形成され，統合的にマニフェストを促

進する体制が生成された。複数の政策移転ネットワークの登場と競争は，マニフェストの普及スピー

ドを速める方向に働いたと結論する。
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移転の結論と政策変化のレベルを決定するので

ある。

２００６年２月，韓国でマニフェスト運動が始ま

った。５月３１日の統一地方選挙に向けて市民社

会の一部からマニフェストの導入がうったえら

れ，４カ月という短い期間にもかかわらず，広

域レベルの首長候補者全員がマニフェストを出

し，政策の質を問うことが，大きな選挙の争点

となった。マニフェストの導入は，政策本位の

競争が各候補者に認識される大きな転換点にな

ったと評価されている（注２）。

本稿の問題意識は，日本をモデルとして導入

された韓国のマニフェストが，なぜ短期間にパ

ブリック・アジェンダとして取り上げられ，普

及したのか，である。筆者は，マニフェストを

移転するアクター間の相互作用に着目する。政

治改革を求めるアクターが，日本のマニフェス

トを移転対象として決定し，移転行為を行うな

かで，（１）どのようなアクター間の相互作用が

生じ，（２）その相互作用の特徴は何か，（３）相互

作用を制約する構造との関係は何だったのか，

に焦点を当て，短期間普及の要因を分析する。

これによって，政策移転の程度を決定する要因

が明らかになると思われる。

以下では，まず，本研究の理論的背景と分析

仮説を提示する。次に，今回の韓国統一地方選

挙の結果とマニフェストとの関係を整理する。

最後に，分析方法に従い，韓国マニフェストの

短期間普及の原因を分析する。

２．分析方法の検討

政策移転過程を分析する目的は，政策移転過

程とその政策アウトカムとの因果関係を明確に

することである。Dolowitz（２０００）やDolowitz and

Marsh（１９９６）は，政策学習過程を意味する既

存の概念を，政策移転として再定義し，政策移

転の多様な側面を包括的に理解することに貢献

した。しかしながら，あくまでも，国家間の政

策学習現象を政策移転として理解する類推モデ

ル（analogical model）であり，精密な説明変数

を持つ分析ツールではなかった。

Evans（２００４）とEvans and Davies（１９９９）は，

このような政策移転学派の方法論（Methodol-

ogy）の不在を克服するひとつの対案として，

政策移転ネットワークアプローチを提示してい

る（注３）。政策コミュニティ（Policy community）

と認識コミュニティ（Epistemic community）が

分析の主な概念になっている。

まず，行為（ミクロ）と構造（マクロ）をつ

なげるメゾレベルに主な焦点を当てている。政

策ネットワーク論は，１９８０年代から政治学で脚

光を浴びるようになったアプローチで，政策現

象における，多様なアクター間の構造化された

相互作用に注目し，その関係のパターンと政策

アウトカムとの関係を把握する。特に下位政府

といわれる，政策領域別に形成されている各ネ

ットワークを分析し，政策アウトカムの違いを

証明した。研究者によって政策ネットワークの

類型を分ける要素は異なるが，参加アクター，

戦略的相互作用，権力関係，資源などが主に取

り上げられる。閉鎖型の政策コミュニティと開

放型のイシューネットワーク（Issue network）

が代表的タイプとして提示されている（注４）。こ

の論理から，政策移転ネットワークアプローチ

は，政策移転過程において生成されるアクター

間の相互作用が政策移転の結果にいかに影響を

与えるのかに主な関心を当てている。

次に，アクターと知識との関係である。政策

移転の経路を通じて特定アイディアが移動する。

韓国におけるマニフェスト普及と政策移転ネットワーク形成
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政策移転の分析には，移転に関わるアクターが

どのようなプロセスで知識を獲得し，定義し，

利用するのかが重要である。Hass（１９９２）は，

国際関係において認識コミュニティと定義され

る集団による特定理念の波及を説明している。

認識コミュニティとは，特定政策の領域に専門

知識の提供と権威ある主張をする専門家のネッ

トワークである。彼らは，自らの見解を政策と

して反映させるために，政策決定に影響を与え

る様々な戦略を駆使する。

最近，政治学では制度変化の独立変数として

アイディアへの関心が高まっている［Goldstein

and Keohane１９９３；Hall１９９３；Campbell１９９８；

２００２；秋吉２００４］。アイディアは，政策目標の

達成に必要な道具のみならず，問題の特性も特

定するフレームワークである［Hall１９９３］。主

な課題は，特定アイディアが特定の政策結果に

与える影響力をいかに測るのかである［Yee

１９９６］。Campbell（２００２）によれば，アイディ

アと政策結果の因果関係を導出する方法のひと

つが特定アイディアを持つアクターを分析する

ことである。政策移転の先行研究にも，このよ

うな傾向がいくつかある。Gemelli（１９９８）はNGO，

Stone（２０００）は非営利シンクタンク，Ladi（２００５）

は国際政策研究機関の移転活動を分析した。政

策先駆者，政治家，官僚，シンクタンク，利益

団体，国際機関，専門家集団などが，移転アク

ターとして提示されている［Dolowitz２０００，１７］。

政策移転ネットワークにおいては，知識を媒介

にしてアクター間の関係が生成される。この意

味から，特定アイディアや理念を作り上げ，普

及活動を通じて政策決定に影響を与えようとす

る認識コミュニティが，政策移転ネットワーク

の概念的背景として活用されたと思われる。

政策移転ネットワークの定義とその特徴を検

討しよう。政策移転ネットワークは，政策転換

を起こす意図を持って始まる行動志向の臨時的

（Ad hoc）現象である［Evans and Davies

１９９９，３７６］。問題意識を共有するアクターがあ

る時点で特定のアイディア，政策，制度などを

解決案として同意し，それを移転するために，

臨時的に結合した連合体である。この臨時性は

既存の政策ネットワーク論と対比する重要な特

徴であり（注５），この特徴は，政策移転の結果に

影響を与えることになる。臨時性は２つの側面

を示唆していると思われる。第１には，政策移

転ネットワークの活動成果は，政治コンテキス

トと参加アクターの個別能力に大きく依存する。

すなわち，特定時点に生成された一時的関係は，

ネットワークの結合性よりも各アクターが個別

にどのくらい活動したのかが成果に直結する。

したがって，各アクターが短期間に動員可能な

組織資源が何かが重要な意味を持つ。そして，

政治コンテキストなどのネットワーク外の状況

が，ネットワークの結合性を高め，統合のエネ

ルギーを発揮する環境を条件づけると思われる。

第２に，最初に定義されたアイディアの意味が

持続する可能性が高いのである。Arthur（１９９４）

は，最初に利用された技術が広がると，収穫逓

増の原理が働き，持続的にその技術を活用する

ことになる現象を，肯定的還流過程（Positive

feedback loop）と表現した。政策移転ネットワ

ークは，アイディアの意義に賛成したアクター

が一時的に結合したネットワークである。アイ

ディアの定義はネットワークの形成の前に行わ

れ，そのきっかけを提供する。一度移転対象の

定義が行われると，そのアイディアをめぐるネ

ットワーク内の議論は少なくなる。競争関係に
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ある他のネットワークもその定義を受け入れる

ことになる。反対する者が現れたとしても，ア

イディアそのものに対する反対であり，アイデ

ィアの定義に対する反対ではない。短期間とい

う時間的制限が加わると移転対象の定義の重要

性がさらに増すことになる。

Evans（２００４）は政策ネットワークの類型を

分類する４つの要素から，既存の政策ネットワ

ークと比較し，その特徴を明らかにした（注６）。

ひとつめの要素は，参加者の数や利益類型のメ

ンバーシップ（membership）である。政策移転

ネットワークは，特定結果をもたらすと予想さ

れる特定案に対して，共有の信念を持つアクタ

ーで構成される集団である。２つめの要素は，

統合（integration）である。統合にはさらに３

つの側面があり，第１の側面は相互作用の頻度

で，このネットワークは，決められた時間に政

策移転と関係する，内部参加者と密接な相互作

用を行う。第２の側面は持続性で，政策変化を

起こすために特定意図を持って，臨時的に結成

される行動指向のネットワークである。第３の

側面は，コンセンサスで，ネットワークの参加

者は基本価値を共有している。３つめの要素は，

資源（resources）である。まず，ネットワーク

内の資源の分布で，すべての参加者は，交換関

係においてリソースを持っている。次に，参加

組織内の資源の分布で，政策立案者は移転アク

タ ー の 知 識 資 源 と ス キ ル な ど の 知 力

（intelligence）に依存する。４つめの要素は，

パワー（power）である。政策移転ネットワー

クの成功は，政策問題を解決する移転アクター

の能力によるということである。

このネットワークには，多次元のレベルから

多様なアクターが参加している。その参加動機

はそれぞれであるが，（１）政策問題を解決する，

（２）他の組織ネットワークへの接近通路を確保

する，（３）経済，政治理念などの価値を奨励す

る，（４）核心技術や知識リソースを見つける，

などで説明される。

要するに，政策移転は，政策転換という目的

を達成するために，外国の政策を調査し，必要

な部分を取り入れ，効果的に定着させようとす

る意図的行為である。政策移転は導入と普及活

動が含まれている。その移転過程を促進するた

めに現れるのが，政策移転ネットワークであり，

限定された期間で密度の高い臨時的相互作用が

働く。このネットワークは，アイディアを媒介

に結合され，臨時性という特徴から，政治的文

脈，参加アクターの組織的特徴を，相互作用の

パワーの源泉とする。このような政策移転にお

ける相互作用の特徴は政策転換の結果に大きな

影響を与える。

３．本稿の研究仮説と分析手順

本稿の目的は，なぜ韓国で短期間にマニフェ

ストが普及したのか，特にその移転を加速した

原因は何かを，明確にすることである。ここで

は，政策移転過程において，多数の政策移転ネ

ットワークが形成され，そのネットワーク間の

競争構図が短期間のマニフェストの普及に大き

な影響を与えたという仮説を立てる。詳細に説

明すると，まず，日本から韓国へのマニフェス

トの移転過程で，政策移転ネットワークと評価

できるアクター間の相互作用が生じた。この政

策移転ネットワークは，ひとつだけではなく，５

つの政策移転ネットワークが形成された。５つ

のネットワークは，市民団体，新聞社，中央選

挙管理委員会（以下，選管）などの異なる領域

のアクターの結び付きによって作られた。領域

韓国におけるマニフェスト普及と政策移転ネットワーク形成
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を越えたネットワークの形成は，領域内のアク

ター間の競争構造に起因している。そして政策

移転に関わった各アクターは，全国的資源動員

能力を持っている。本稿は，５つの政策移転ネ

ットワークの競争が，短期間にマニフェストを

普及させることに大きく貢献した点を分析する。

本稿は，政策移転ネットワークの概念から韓

国マニフェストの普及を分析する。ここでの政

策移転ネットワークとは，特定目的の実現のた

めに外国のアイディアを媒介に結合され，その

普及を目指す臨時的相互関係として理解する。

この定義の特徴は，特定アイディアの移転に直

接関わったアクター間のネットワークという

Evansらの概念の範囲を広げ，伝えられたアイ

ディアを肯定的に判断し，普及活動に携わるア

クターまたは共同体も政策移転ネットワークの

単位となることである。政策移転とは，アイデ

ィアを紹介することで終了する行為ではなく，

移転対象を普及させて現状に何かの変化を求め

る政治行動であるからである。

日本からマニフェストというアイディアが移

転され，韓国で様々なアクターがそれを受容し

はじめる。移転を直接行った最初のアクターの

みならず，その思考に暗黙的に同意し，別の体

制でマニフェスト定着に取り組むアクターも登

場する。各ネットワークの活動は構造的条件に

より競争関係にあるが，マニフェスト普及とい

う見地からは，正の方向に働き，その普及程度

を引き上げることになったといえる。したがっ

て，ここでは，マニフェストが提示され，その

普及活動のために現れたアクター間の臨時的な

結び付きを政策移転ネットワークとして定義す

る。

これから，韓国へのマニフェスト導入過程

を，３つの側面から分析する。第１の側面は，５

つの政策移転ネットワークの形成の源泉となっ

たマニフェストというアイディアの特徴である。

第２の側面は，政策移転に関わった主なアクタ

ーの個別特徴と置かれている制約要因である。

第２の側面にはさらに２つの要因があり，ひと

つめの要因は，マニフェスト導入を積極的に訴

えた主なアクター，とりわけ，市民団体と選管

の組織特徴である。２つめの要因は，各領域内

アクター間の競争を促進する構造的脈絡である。

市民社会やマスコミ（特に新聞社）という分類

で，この領域内アクター間には競争が繰り広げ

られていた。第３の側面は，政策移転ネットワ

ークの概念から，移転過程がネットワーク間の

競争であるという観点から分析を行う。まず，

今回のマニフェスト移転過程がネットワーク同

士の競争過程であると描く。次に，その相互作

用が政策移転ネットワークであることを証明す

る。特に５つのネットワークのなかで，最初に

マニフェスト導入を主張したネットワークを対

象に彼らが政策移転ネットワークとして機能し

たことを説明する。

本稿は，５つの政策移転ネットワークの誕生

により，政策移転ネットワーク間にも競争原理

が入り，普及をさらに促進する原因となったと

分析する。

Ⅱ 韓国の地方選挙とマニフェスト

１．韓国の地方選挙結果

２００６年５月３１日，韓国では第４回全国地方選

挙が実施された。今回の地方選挙は，２００５年８

月に改正された新たな公職選挙法にのっとって

全国同時に行われた。とりわけ，今回の選挙は，
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次のような選挙制度の変化が注目された。まず，

基礎レベル（市郡区）の地方議員選挙に中選挙

区制と比例代表制が導入され（注７），有権者１人

が広域地域（首長・議員・比例）・基礎地域（首

長・議員・比例）の全部で６票を行使する（注８）。

２つめは基礎レベルの議員選挙にも政党公認が

許容される。３つめは１９歳から選挙権が付与さ

れる。４つめは３年以上が経過している永住資

格を持っている外国人に地方選挙権が付与され

る。

投票率は，前回（２００２年）より小幅に上昇し

て５１．３パーセントを記録したなかで，第１野党

ハンナラ党が大勝を収める結果となった。ハン

ナラ党は，１６名の広域首長のうち１２名（７５パー

セント），２３０名の基礎首長のうち１５５名（６７パー

セント），７３３名の広域議員（比例を含む）のう

ち５５７名（７６パーセント），２８８８名の基礎議員（比

例を含む）のうち１６２１名（５６パーセント）が当選

するなど，全部門で過半数以上を席巻した（表

１）。政党別投票率も，ハンナラ党は大体５０パ

ーセント以上を記録した。その反面，与党ウリ

党は，惨敗の結果となった。

後述するが，今まで韓国の地方選挙は，（１）

選挙サイクルによる政権の中間評価的性格，（２）

出身地を基準とした有権者の政党選択性向，（３）

ローカルイシューではなく中央政治の代理戦的

性格を帯びている，と評価されてきた。今回の

選挙も以前の投票行動と大きいな違いはなかっ

たといえる。これは様々な調査結果からうかが

える。朝鮮日報と韓国ギャラップ（Gallup）の

調査で，有権者は与党の敗退の理由を，（１）景

気回復への不信（２２．１パーセント），（２）不動産

・税金など政策の失敗（１９．８パーセント），（３）

大統領のリーダーシップへの不満（１６．９パーセ

ント），（４）政治不安定（１４．１パーセント）の順

に，大統領と与党の国政運営の失敗にその原因

を探している（注９）。中央日報のパネル調査でも，

与党の争点設定の戦略の失敗がその原因として

指摘された（注１０）。選管が７月に行った調査では，

候補を選ぶ際マニフェスト運動が影響を与えた

と答えた有権者は，１４．８パーセントにとどまっ

た（注１１）。総合すると，今回の地方選挙の結果は，

現政権の国政運営に対する有権者の判断が主に

反映したものと評価できる。

２．地方選挙におけるマニフェストの影響と

浸透の程度

では，今回の地方選挙から導入された，マニ

フェストはどのように位置づけられるのか。投

政党 広域首長 基礎首長 広域議員 広域比例 基礎議員 基礎比例

ウリ党
ハンナラ党
民主党
民主労働党
国民中心党
無所属

１
１２
２
０
０
１

１９
１５５
２０
０
７
２９

３３
５１９
７１
５
１３
１４

１９
３８
９
１０
２
０

５４３
１，４０１
２３３
５２
５６
２２８

８７
２２０
４３
１４
１１
０

合計 １６ ２３０ ６５５ ７８ ２，５１３ ３７５

（出所）選挙管理委員会公報第７号。

表１ 韓国の地方選挙の結果（２００６年５月３１日）
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票結果が示しているように，マニフェストは，

今度の地方選挙にいかなる影響も与えなかった

変数だったのか。ここでは，地方選挙戦をめぐ

るプロセスに注目しておきたい。

「政策競争による選挙」，つまりマニフェス

ト選挙が定着するためには，３つの基本要件が

満たされるべきである。ひとつは「政党や候補

者による真剣なマニフェストの提示」であり，

次は「公約検証の場の活性化」，最後は「マニ

フェストによる有権者の判断」である。３つを

揃えるのが，マニフェスト選挙のインフラを整

備することになる。今回のマニフェストの政治

的意味と浸透の程度を測るためには，これらの

要件から，各主体，すなわち，政党，候補者，

有権者にどのように影響を及ぼしたのかを分離

して考えるべきである。

韓国の選挙における主な参加アクターは，６

つ挙げられる。候補者を公認する各政党，実際

のプレーヤーである候補者，特定アジェンダに

よる政治改革の機会を作ろうとする市民団体，

選挙戦を報道するマスコミ，選挙管理者として

の選管，最終的審判者としての有権者がそれで

ある。後述するが，市民団体，マスコミ，選管

は，今回マニフェスト運動を推進する主体とし

て活動した。市民団体は，新しい市民運動のパ

ラダイムの転換としてマニフェスト運動を前面

に打ち出した。マスコミは，政党と候補者の公

約の伝達にいつもより多くの紙面を割いた。選

管は，マニフェスト選挙のキャンペーンを積極

的に展開した。このようなマニフェスト運動に

よって，有権者には，徐々にマニフェストの認

知度が広がり，その実効性に肯定的評価が下さ

れることになった［中央選挙管理委員会２００６e；

２００６f］（注１２）。しかし，上述したように，投票行

動までには至らない結果となった。それでは，

各政党，候補者は，マニフェスト運動をどのよ

うに受け止め，どのような反応をしたのか。こ

れが今回の韓国のマニフェスト導入の影響と浸

透の程度を把握する際のポイントになると思わ

れる。

マニフェストの政界への浸透は，マニフェス

ト運動に対する反応と，実際にマニフェストが

どのくらい提示されたのかによって判断できる。

まず，マニフェストに対する政党と候補者の反

応は，最初の段階（２月）から今回の選挙の競

争ルールとして認識されたと評価できる。政党，

立候補予定者は，政策選挙への方向転換は大き

な流れであり，マニフェスト運動は，効果的な

方法であると賛成の姿勢をみせた（注１３）。各政党

は，候補者選択の際，マニフェストを最も重要

なチェックリストにする決定を行ったり（注１４），

政党の政策の最高責任者である政策委員長が参

加方式を披露したりするなど（注１５），素早く対応

した。このような動きに対して，マスコミは，

ただ市民運動に止まらない，政党が導入するマ

ニフェスト選挙の土台がつくられたと評価し

た（注１６）。さらに，政党の個別の宣言とは別に，

市民団体と選管によってマニフェスト選挙を約

束する公共の場が設けられた。３月１６日，各政

党の党首は，選管と５３１スマートマニフェスト

政策推進（以下，推進本部）が共催した「マニ

フェスト政策選挙協約式」に集まり，マニフェ

スト選挙の実践を誓う協約文に署名した。協約

文には，各政党は，候補者選定段階からマニフ

ェストを提示できるように努力し政策競争によ

る選挙文化改善に積極的に努力する，という内

容が含まれた。マニフェストが今回の選挙の基

本ルールとして正式に合意された瞬間であった。
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以後，地域別の協約式も行われ，当該地域の候

補者は，出席してマニフェスト選挙への参加の

意思を示した。

次に，実際に首長の候補者はマニフェストを

どのくらい提示したのかである。今回は公職選

挙法の制限があり，正式なマニフェストの配布

はできなかったが（注１７），表２に示されているよ

うに，広域レベルの場合，首長候補者の６６名（１００

パーセント）が提出している。基礎レベルの場

合，選管の集中支援選挙区を中心に９５名（約１１

パーセント）以上が提示した（注１８）。日本の最初

のマニフェスト選挙である２００３年４月の統一地

方選挙では，１１県４５名の知事候補者のうち１１名

（２４パーセント）がマニフェストを提示したこ

とに比べ，韓国の知事選は相当な普及率を記録

したと評価できる。後述するが，これは，市民

団体の公約検証の活動，選管の集中支援選挙地

域（広域１６，基礎２７）の指定，などのマニフェス

トキャンペーンと深い関係があると考えられる。

マスコミの関心度，政党の支援地域，専門性，

資金動員力などの要因もあるが，キャンペーン

の対象になった広域自治体では候補者全員がマ

ニフェストを提示したのに対して，基礎自治体

では選管が集中支援選挙区に指定した２７カ所以

外の候補者は，マニフェストの提示が相対的に

少なかったからである（注１９）。

要するに，政党と政治家は，マニフェスト運

動が選挙の当落にどのように影響を及ぼすかに

敏感に反応し，公約の戦略的重要性を再認識し

た。それによって，マニフェスト要件を揃えた

政策を提示することが競争のルールとなったと

いえる。したがってマニフェスト運動の展開は，

以前の落選運動（注２０）と違い，政界の抵抗なしに

受け入れられることになったのである。だた，

市民社会の要求によって始まったマニフェスト

の導入は，政治家にマニフェストの提示を義務

付けることで，政治家は，能動的にマニフェス

トを作成するのではなく，受動的に評価される

立場になってしまった面も否定できない。次に，

このような政党と候補者のマニフェストに対す

る反応を生み出した普及過程の要因を分析する。

合 計 市道（広域） 市郡区（基礎）

選挙区の数
候補者数
マニフェスト提示者
選管による集中支援選挙区
マニフェスト実践
宣言の参加者数（推進本部）

２４６カ所
９０５名
１６１＋？
４３カ所
１８１名

１６カ所
６６名
６６名
１６カ所
４８名

２３０カ所
８３９名
９５名＋？
２７カ所
１３３名

（出所）選挙管理委員会広報・選挙管理委員会業務推進状況報告・５３１マニフェスト推進本部活動評価ワークショ

ップを参照して筆者作成。

（注）マニフェスト提示者に関する正確な統計はまだ集計されていない。基礎レベルの場合，選管が集中支援選

挙区として指定した地域２７カ所で，マニフェストを提出した候補者の数であり，基礎レベル全体の数では

ない。ただ，マニフェスト実践参加者数を考慮すれば，１００名前後になることを推測できる。

表２ 地方選挙における首長候補者のマニフェスト提示数
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Ⅲ マニフェスト普及の要因

１．普及の背景

ここでは，マニフェスト移転につながった政

治的コンテキストとマニフェスト移転の経緯を

概略的に説明する。

韓国の民主主義は，手続き的側面はある程度

定着してきたが，一般国民の政治参加の幅の拡

大と合理的討論により問題を改善していく日常

生活上の民主主義の発展は，不十分であると評

価されている。とりわけ，少数エリート主導で

行われる社会的議論は抽象的，イデオロギー的

レベルに止まっており，実践可能な政策，具体

的な問題を解決する対案を生み出す成熟した民

主主義の構造になっていないと指摘された［崔

章集２００６］。この意味からみると，選挙は国民

の代表を選び，社会のアジェンダの設定とその

対案を評価・議論する場になる制度的イベント

である。つまり，有権者は，選挙を通じて現政

権の業績を評価し，今後の政策決定と行動を制

約する［ガン・ウォンテク２００４］。しかしなが

ら，民主化以後の韓国の政治構造を規定したの

は，地域主義であった。地域主義は，既存の民

主主義対権威主義の対立構造を代替し，嶺南と

湖南の地域対立を軸とした政党の多様な選挙連

合による政権獲得の競争構図を作り上げた［ジ

ョ・ソンデ２００４］。地方選挙も，地方の問題を

議論するよりも中央の政治対立がそのまま再現

する場となった。ソ・スンチャン（２００２）は，１９９５

年と９８年の地方選挙を対象に有権者の投票行動

を分析した結果，有権者の出身地域が何より強

力な決定変数だと説明する。このような政治構

造にも徐々に分化の様相がうかがえる。ガン・

ウォンテク（２００３）は，１９９２年の国会議員選挙

から２００２年の大統領選挙までの１０年間の選挙に

対して，有権者の選択の実証分析を行い，地域

変数以外の新たな変数が浮上してきたと主張す

る。それは，理念，世代間の対立，メディアで

あり，特に２００２年大統領選挙が新たな傾向の転

換点だという（注２１）。まだ韓国の有権者は，自分

の政治理念・政策性向と投票行動が一致してい

ないが，最近は，争点別に進歩と保守の理念的

立場から世論が二分化されるケースが増え，有

権者の投票行動もこのようなアプローチが可能

になると思われる［ソン・グンウォン２００６］。

このような文脈の下で以下のような具体的な

流れがある時点で合流することによって，韓国

民主主義の課題はさらに明確になってきた［河

２００７］（注２２）。まず，新たな政治パラダイムのシ

フトである。２００４年第１７代総選挙は，選挙運動

上の課題が大きく前進したと評価された。選挙

の公正な管理，不正な政治資金の遮断など，韓

国政治文化の主な課題が大きく改善したと評価

された。２００２年盧武鉉政権の登場によって市民

運動勢力がさらに影響力を増やした。地方自治

の制度ができてから１０年目をむかえ，今度は地

方自治の内容の充実が求められていた。とりわ

け，盧政権は，地方分権を国政の主なテーマと

して設定していた。これらの動きは，国政にお

ける政策議論の貧困さとその議論の場の欠如を

浮き彫りにさせた。候補者間には政策競争の選

挙文化が定着していないこと，市民運動が対案

提示より政治偏向的活動をみせること，地方選

挙は中央政治の介入で地方の問題が軽視されて

いること，などが重要な課題として取り上げら

れた。次は政策的文脈である。公共政策の決定

過程は民主化により参加アクターが増加するな
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ど，さらに複雑化していた。参与政府と自ら名

づけた盧政権には，新たな政策決定モデルを創

出することが要求された。にもかかわらず，原

子力廃棄物処理場，京釜高速鉄道（KTX）路線

変更（注２３）などの出来事のように公共政策決定の

迷走は深刻化していた。３つめは，政策の重要

性を強調する制度の改正である。２００４年政治資

金法の改正は政党の政策シンクタンクの設置を

義務化した。２００６年から地方議員の有給制が導

入された。これは名誉職と批判されていた地方

議員に，政策立案能力がある若い人材の進出を

促進する目的もあった。

このように韓国政治環境が政策を軸とする成

熟した民主主義を求めるなかで，政策先駆者の

動きからマニフェスト移転が始まった。金永来

氏は２０００年の落選運動など韓国市民運動に深く

関わった大学教授出身の人物で，２００４年に訪問

研究員として日本に滞在した。この間，金教授

は日本のマニフェスト運動を体験し，韓国市民

運動の新たな方向として認識した。一方，市民

社会の一部は，２００５年半ばから地方選挙に向け

て多様な市民運動を企画し，そのなかで「政策

アジェンダの提言」を主な事業として選定した。

この市民グループは，帰国した金教授を通じて

日本のマニフェスト運動に接する。とりわけ，

有権者の関心を喚起し，企画事業の効果を高め

るためには，候補者の公約を評価する基準が要

ると判断，その解決案としてマニフェスト運動

が検討されることになる。結局，金教授と市民

グループは，マニフェストを市民運動として全

面に打ち出すという結論に至り，マニフェスト

推進本部を立ち上げる。

他方，選管も地方選挙関連の対策の策定に取

り組んできた。特に２００４年の総選挙の成果をベ

ースに，以前より進化した形で地方選挙に臨も

うとした（注２４）。すなわち，本来の任務である，

中立で公正な管理に取り組みながらも，政策選

挙文化への進展という積極的な方針を決定した

のである。これは「２００６年度主要業務計画の推

進方向」に具体的事業として取り入れた（注２５）。

２００６年１月，金教授の仲介により，マニフェス

ト推進本部と選管は接触する。選挙に向けて相

互の事業の方向性が一致することを確認し，協

力の方策を論議する。その頃，地方選挙の特集

を企画していた中央日報は，市民社会が準備し

ているマニフェスト運動を取材し，興味を示し

た。政策選挙への誘導という報道の公的機能と，

韓国初という報道のインパクトに大きく期待し

たからである。２００６年２月１日に３者によるマ

ニフェスト導入が韓国で初めて行われることに

なる。

ここからは，こうした経緯によって導入が始

まったマニフェストがどのように短期間に普及

したのか，その要因を探る。本稿では，２００６年

２月１日に韓国のマニフェスト運動が始まって

から，５月３１日の選挙日までを分析対象にして

いる。

２．移転された政策アイディアとその特徴

アイディアとは社会がいかに作動するかに関

するシンプルなモデルである。これは，政策問

題をめぐる因果関係を明確にし，それに基づき

政策の具体的な方向を提示することで，未来の

不確実性を減少する役割を果たす［Goldstein and

Keohane１９９３］。特定アイディアの特徴は，ア

クターに確信と信念を与え，アイディアの普及

を促進する要因として働く。

今回の韓国のマニフェスト運動は，日本が移

転モデルになった。移転対象になったのは，そ
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の概念とサイクルであり，２つの側面が普及の

スピードを加速させることに貢献した。

まず，マニフェストの定義の分かりやすさで

ある。日本のマニフェストは，様々な論者によ

って定義されたが［新しい日本をつくる国民会議

２００３；大山・藤森２００４；金井２００３；北川２００３

；２００６；佐々木２００３；曽根２００３；２００６；日本経

済調査協議会２００６；UFJ総合研究所国土・地域政

策部２００４；四日市大学地域政策研究所２００３］，数

値目標，達成時期，財源，工程が明確に提示さ

れた公約という意味が広く受容された。次第に，

その定義が「検証可能な公約」［曽根２００６］「気

づきの道具」［北川２００６］へ緩められているも

のの，まだ具体的な数値が入っている公約とい

うイメージが強い。韓国のマニフェスト推進ア

クターは，日本の概念を借用した。選管がマニ

フェスト普及のために配布したガイドブックに

「よい政策とは，目的と優先順位，手続き，期

間，財源などの五つの要素が揃い，事前検証と

事後評価が可能なものである」（注２６）と紹介して

いるのが，典型例である。このように「五つの

構成要件があれば，マニフェストになる」とい

う簡単明瞭な定義は，韓国がマニフェストを理

解する時間を短縮した。

次はマニフェスト・サイクルという方法論の

提示である。マニフェスト・サイクルは，１９９０

年代以後の日本の行政改革の主な手法であった

新公共管理（NPM）の影響を受け，「Plan−Do−

Check−See」の経営サイクルが政治サイクルへ

変換したものである。選挙と投票，政治家の説

明責任，市民参加など民主主義の諸原理が，ひ

とつのサイクルに統合されている。言い換えれ

ば，「総選挙→実行体制→政策実施→実績評価

→次の総選挙」の政治循環のなかで，マニフェ

ストを軸として行政運営を行う考え方である。

イギリスをモデルにしながらも，日本の政治行

政改革の流れのなかで生まれた概念である。こ

のマニフェスト・サイクルが韓国にも伝えられ，

マニフェストの実践方法を提供した（注２７）。マニ

フェスト運動は，このサイクルの概念が具体化

され実施されたものと評価できる［河２００７］。

しかし，このマニフェスト・サイクルという

方法論は，一種のロードマップであり，受容側

が何に注目し，現実の目標を達成するためにど

のような戦略を駆使するのかは別の問題である。

すなわち，特定アイディアは，移転するアクタ

ーの認識，移転経緯，制度的制約などによって，

新たに構成され，アイディアの発信地と違う可

能性が起きるからである。

今回の日本のマニフェスト・サイクルは，韓

国マニフェスト運動の基本型として使われたが，

具体的な運動の方式は日本と異なった。これは

移転過程に中心的役割を果たした韓国の市民社

会が，マニフェスト運動を公約の検証活動とし

て認識したからである。今回各政策移転ネット

ワークによる公約の事前評価活動が活発になっ

た根底にはこのような認識の出発点があったの

である。つまり，日本のマニフェスト概念は，

韓国のマニフェスト導入に刺激を与えたが，マ

ニフェストの普及においては，韓国的定義によ

って具体化された。総合的に移転程度を判断す

ると，理念型の概念が移転した，エミュレーシ

ョン（Emulation）に近いと評価できる［河２００７］。

総合すると，日本のマニフェストの明確な定

義と，マニフェスト・サイクルの提示は，政策

選挙の導入の必要性を感じている韓国では，そ

のゴールへの方法論として理解され，取り入れ

られることになった。
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３．動員の組織資源を持つアクターの参加

（１） 韓国市民運動の制度的資源とマニフェスト

韓国の市民運動は，１９８７年，当時の与党によ

る大統領直接選挙の受容に象徴される民主化宣

言以後，経済正義実践連合の結成をはじめとす

る，多様な市民団体が質・量ともに急速な成長

を成し遂げた。以前の民主化闘争とは別途に，

合法的・非暴力的方法に基づく，政策対案中心

の運動を宣言して具体的な政策課題を社会アジ

ェンダとして争点化し，制度化する運動に力を

入れた（注２８）。しがしながら，その運動の展開方

式は，「中央の少数エリートによる資源の動員

と争点化戦略」と定義できる。

典型的な特徴とパターンは以下の５つの特徴

で要約できる［キム・ジュンギ２００６；バク・ウ

ォンスン２００２；ハ・スンチャン２００１；２００６］。第

１に，常勤活動家と専門家中心の運動になって

いる。政策提示中心の運動は，以前は社会参加

が少なかった専門家グループを，市民運動に合

流させる機会を提供し，市民団体の政策がより

具体的で現実的対案として発展することには貢

献した。だが，それにより，主なテーマが中央

政治の批判と監視に限定され，地域の市民参加

による運動の推進ではなく，常勤活動家がイシ

ューを選択し，組織を管理する形になった。第

２に，団体の主張を社会争点化するため，公聴

会，討論会，立法請願運動，キャンペーンなど

の実施，そしてマスコミ活用が主な戦略になっ

ている。第３に，それにより，市民団体への参

加動機は，団体の理念や目標よりも，その団体

が提起している特定の争点に限定されてい

る（注２９）。第４に，中央との関係を結んでいる地

域の団体は，中央の市民団体が決定した運動方

針と内容を地域で実行する下部組織になってい

る。第５に，市民団体が社会的世論を広げる方

法として主に使用しているのが，「連帯機構」

を組織し，共に行動することである（注３０）。連帯

機構には，独自の執行機関が創設され，これの

決定に参加団体が従うことになる。つまり，連

帯機構の次元の組織が参加団体全体をコントロ

ールすることになる。これに対して，連帯機構

の頻繁な出現は，NGO内部の意思決定を歪曲

し，相互の批判機能を低下させるという批判も

ある（注３１）。ハ・スンチャン（２００６）は，１９９０年

代の市民運動の特徴を「中央集中型運動」と定

義している。廉（２００４）は，これは政治民主化

運動の制度的遺産から承継された特徴だと指摘

している。要するに韓国の市民運動は，エリー

ト主義，組織，社会争点戦略，連帯機構，マス

コミの活用などが特徴で，市民団体が関心を持

つイシューが，全体的に争点化されやすい構造

になっている。

今回のマニフェスト運動にも，上述したよう

な市民団体の組織動員の特性が，経路依存的に

現れた（注３２）。まず，主な著名人，大学教授など

の専門家，常勤市民運動家が市民運動の中心軸

となった。すなわち，政策選挙を訴えるために，

世論喚起は名望家，公約評価は専門家，事業実

施などの実務は市民運動家がそれぞれ役割を分

担し，組織的にマニフェスト事業を進めた。次

に，特定のイシューに賛同する全国市民団体が

連携することになった。今回の地方選挙に向け

て市民社会には３つの流れが存在した。推進本

部は，最初ローカル・アジェンダ２１などの少数

の市民団体を中心にスタートした。次第にマニ

フェストの意義に賛同する各地域の市民団体と

協約を結び，マニフェスト推進ネットワークを

全国的に形成し，最終的には全国３８４団体が加
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入することになった。２００６地方選挙市民連帯（以

下，市民連帯）は，参与連帯，環境連合，とも

にする市民行動などが中心になって，全国の２６４

の市民団体が結成した市民グループである。経

済実践連合（以下，経実連）は，「５３１政策選挙

有権者運動本部」という臨時組織を構成し，全

国の１５カ所の市道地域本部と連携する形になっ

た。そして，連帯機構は，独自の執行機関が創

設され，参加団体がこれに従う運営方式になっ

た。推進本部には，常任共同代表団，常任執行

委員長団，事務局が設けられた。共同代表団の

会議を通じて，事業方向の最終的な意思決定が

行われる。中央の推進本部は，地方にマニフェ

スト運動の基本方針，マニフェストと公約評価

の情況，教育などを提供し，地域のネットワー

クは，その方針に基づき，地域での実現に努力

した。市民連帯も，共同代表団，執行委員長団，

政策委員会，共同事務局を設け，事業の方向と

全般を決定した。中央と地方は，目標と基本方

針を共有しながら，地域別に事業を展開する。

経実連には「５３１政策選挙有権者運動本部」が

設置され，本部長，運営委員長，運営委員，実

務委員などによる意思決定が行われ，全国の地

域本部との連絡の下で事業が進められた。この

ような韓国の市民団体の全国的な連携による組

織動員の制度的メカニズムは，今回のマニフェ

スト運動にも発揮されたのである。

（２） 韓国行政の中央集権型形式主義とマニ

フェスト

韓国の行政文化とその構造的特性に関しては，

多様な学者によって論じられている。白完基

（１９８２）は，韓国の行政文化の特徴を運命主義，

家族主義，権威主義，情的人間主義，儀式主義，

非物質主義の６つで分類している（注３３）。権威主

義的要素は，政策決定の合理性とは別に，トッ

プから命令され，追従する属性を帯びていると

いうことである。鄭用徳（２００１，８５６―８５８）は韓

国の官僚制の内部構造は，厳格な階層制の原理

による典型的な機械官僚制の特性を持っている

と指摘する。行政組織は，各省の長が所管する

政策決定を効果的に統制できる多段階の厳格な

階層制で構成されている。それで，韓国は，日

本に比べて政治的任命職の各省の長の権限がよ

り強いと評価されている［鄭用徳２００２，３２２―

３２６］。イム・ドビン（２００３）は，韓国の新公共

管理（NPM）的方向の行政改革（注３４）がいかに推

進されたかを，イギリスの自治体の「行政サー

ビス憲章制」の導入過程と比較して分析してい

る。彼は，行政の哲学と伝統を基盤として２つ

のモデル，ジュピター型（ヨーロッパ大陸系，

東洋）とヘラクレス型（英米系）を提示してい

る。ジュピター型は，改革の推進において，少

数のアクターが意図（強制性）を持って短期間

で全体的に推進する特性がある。韓国の「行政

サービス憲章制」は，２年という短期間に４０００

余りの憲章が制定された。これは，制度の母国

であるイギリスが１０年計画で推進したことと対

照的である。イムは，新たなアイディアを導入

しようとする韓国の革新アクターが，既存の方

式で改革を推進したと指摘する。少数のエリー

トは制度導入を決定して，指示と教育を通じて

制度を普及させる。そして順応を確保するため，

各種の評価技法を動員して履行の評価，点検を

行う。このやり方は，韓国行政の特徴である，

件数を重視する業績中心の形式主義と関係す

る（注３５）。要するに，韓国行政は，権威・形式的

文化，階層制的意思決定構造を背景として，少

数の関係者が，政策推進の意図があれば，特定
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の政策，制度などを短期間で普及させやすい，

政策手段，権限，組織を保有していると評価で

きる。

今回の地方選挙において，選管のなかでマニ

フェスト事業を担当したのは，政策政党支援チ

ームであった。２００６年１月上旬，推進本部と選

管は相互の事務計画と方向性が一致していると

判断，協力事業への協議に入った。慎重な検討

の後，全面的にマニフェストを推進することを

決定する（注３６）。選管は，各地域選管の常任委員，

事務局長を通じて特別指示を下達し，マニフェ

スト事業を全国で一挙に進めた。推進に向けた

強い意思，各地域別選管組織，具体的な事業計

画（２回の総合指針，推進計画），予備費は短期

間に事業を進める手段であった（注３７）。

選管は，次のような事業を進めた。まず，マ

ニフェスト運動を進める，市民団体とマスコミ

との共同事業，または支援活動である。主な内

容は，マニフェスト討論会，マニフェスト政策

選挙協約式（注３８），マニフェスト・アカデミーな

どを共同開催した。そして，マニフェスト運動

の法律相談，予算支援も行った。２つめは，候

補者間の競争の環境づくりと公約作成の支援活

動である。選管独自に政党，立候補者を対象に，

マニフェスト説明会を開催した（注３９）。５万人以

上の関係者が参加し，マニフェスト導入の趣旨，

作成方法などを学習した。協約式に参加した候

補者から，広域は１０件，基礎は５件の重点公約

を提出してもらい，１６１名の候補者から提出さ

れた１１３５件の公約をインターネットに公開した。

さらに，政党の「１０大基本政策」と「１９個の特

定政策に関する立場」をともに載せ，政党間の

競争心を誘発すると同時に，有権者が判断する

情報を提供したのである。３つめは，有権者へ

の広報活動である。まず，マニフェストの韓国

語の訳語を公募し，有権者の関心を喚起した。

また，「マニフェスト実践ガイドブック」を製

作し，候補者と有権者に配布した（注４０）。さら

に，４月半ばからラジオ，新聞などのマスコミ

と，主要地下鉄などで有権者にマニフェストに

よる投票を呼びかける広告を繰り返した。全世

帯（１７８７万世帯）に送付する選挙公報物にはマ

ニフェストの案内チラシを入れ，選管のマニフ

ェスト推進の意思がうかがえた。

要するに選管はマニフェストを選挙文化の改

善の有用なツールとして認識したうえで，組織

資源を活用し，積極的にマニフェスト導入を推

進した。選管の参加は，マニフェスト運動が，

市民運動の一部の主張ではなく，社会的に公認

されたという印象を与えることになり，各候補

者がマニフェストに注目することを促進したと

評価できる。

４．多元化による競争構造

（１） 市民運動のパラダイム転換の模索と多

元化の進展

韓国の市民運動は，１９８７年の民主化宣言以後，

透明な経済，政治腐敗，環境，人権など，様々

な分野で飛躍的に発展した。２０００年４月の落選

運動は，違法性が指摘されながらも，市民社会

団体が全国的ネットワークを形成し，政治改革

を訴え，市民の力をみせつけた象徴的な出来事

であった。様々な政策決定の場で，市民団体は，

主要アクターとしてみなされ，韓国を動かす一

番影響力がある集団としてみなされるほどに成

長したのである（注４１）。しかしながら，同時に厳

しい批判の声も高まることになる。とりわけ，

市民団体の政治偏向的性格とネガティブ

（negative）な運動方式が主な批判の対象にな
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った。市民社会団体は，新たな運動方向とやり

方を模索し始めた。

一方，１９９０年代後半以後，中央の名望家中心

の画一的な運動方式から，新たな価値，ネット

ワーク，地域中心の運動への機運が高まってい

る。特に，地域中心の草の根運動が強化されて

いる。既存の市民団体の場合，地域組織の独自

性が強調されることになり，中央組織のブラン

ドに依存して活動の信頼を確保する方法から，

独自の能力で事業を展開する方向に変わってい

る［ハ・スンチャン２００６，５９―６４］。１９９２年リオ

デジャネイロ地球会議で採択されたアジェンダ

２１をもとに，韓国では１９９５年から地方政府，企

業，市民団体が協議して地域の持続可能な発展

を模索し実行する，ローカル・アジェンダ２１を

推進する機構を創設してきた（注４２）。２００４年まで

に２５０の自治体のうち，２０３カ所がローカル・ア

ジェンダ２１を実践している。そして，住民自ら

が，問題意識を持って立ち上げる自発的住民組

織，地域基盤の市民団体も増えている。このよ

うな市民運動の多元化は，市民運動間の新たな

連携，または競争を高める要因を提供している。

今回のマニフェスト運動は，市民社会に内在

した，新たな運動機運のニーズをある程度吸収

し，体現する転換点になったと評価できる。ま

ず，各市民団体がマニフェストというブランド

は共有しなかったものの，主な市民団体のすべ

てが，公約評価を中心とする政策競争による選

挙の確立を目指すことを，新たな市民運動のゴ

ールとして共通に掲げた。すなわち，政策を提

案する，有権者から公約を提案してもらう，候

補者の公約を評価するなど，公約をめぐる候補

者間の競争を誘導する運動のテーマを同時に提

示した。次に，各市民団体の独自のアプローチ

による公約の評価基準の提示とそれによる検証

は，評価をめぐる相互の競争を導き，結果的に

推進本部 市民連帯 経実連

構成 市民団体の連帯組織 市民団体の連帯組織 中央・地域の経実連

活動開始 ２月１日 ３月２１日 ３月２日

参加団体 全国３８４団体 全国２６４団体 全国１５カ所市・道

評価テーマ 「マニフェスト公約評価」 「デタラメ開発・空公約選
定」

「空公約探し選定」

評価基準 「SMART−SELF指標」 「環境・文化，社会経済側
面の持続可能性・公約の具
体的な実現可能性」

「公約の適切性・実現可能
性」

主な活動 ・政策提案運動
・公約バンク
・公約評価

・政策提案運動
・地方自治立法提言運動
・公約評価

・討論会開催
・有権者公約提言運動
・公約評価

結果発表 ５月２３日 ５月２３日 ５月１７～２５日（新聞）・
５月２９日

（出所）市民団体のホームページ，新聞，公聴会資料などを参照して筆者作成。
（注）空公約とは，公約として成立していないものを意味する。

表３ 市民団体の地方選挙対応
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公約評価の重要性に参加アクターが共鳴する形

となった（注４３）。各団体の公約検証の結果は選挙

実施の約１週間前に発表され，マスコミもこの

結果を大きく取り上げた（注４４）。同じ公約でも市

民団体によって異なる評価結果が出されるなど，

一部では各団体の評価方法とその客観性に疑問

の声も上がったが（注４５），政策競争の重要性を覆

すものではなかった（表３参照）。

要するに，政策決定の重要なアクターとして

成長した韓国の市民団体は，内部の多元化と共

に，新しい市民運動の方向としてマニフェスト

運動を選択した。今回の地方選挙では，マニフ

ェスト定着という共通のゴールに向けて，各市

民グループが自分の連帯組織と評価基準をベー

スとして活動し，マニフェスト運動が繰り広げ

られたのである。この結果，自然に市民団体間

の政策検証をめぐる競争の構図も確立され，政

策競争の選挙ムードを促進したと思われる。

（２） 新聞産業の構造変動とマニフェスト

１９８７年の民主化以後，新聞産業を取り巻く環

境は，４つの大きな構造的変動を経験した。第

１に，参入規制の撤廃によって，独占市場構造

が幕を下ろした。国家が市場を統制して利益を

保証する体制から，１９８８年に定期刊行物登録法

が制定され，新聞発行の自由が大きく拡大した。

それにより，多様な新聞が創刊され，本格的な

市場競争システムへシフトすることになった。

第２に，新聞市場の停滞である。１９９６年には中

央日刊紙全体の売り上げが１兆９０００億ウォンで，

放送産業とほぼ同額だった。２００２年には，新聞

産業は横ばいである一方，放送産業は，約２兆

７０００億ウォンに至り，放送産業が新聞産業より

大きな市場に変わっている。さらに，インター

ネットのような新たなメディアの成長が，新聞

産業の未来をもっと不透明化する要因になって

いる。第３に，金大中大統領の言論改革宣言で

始まった「言論戦争」は，新旧支配連合の代理

戦の様相を帯び，新聞社間の利害対立が深まっ

た［ガン・ミョング２００４］（注４６）。第４に，新聞社

間の非合理的競争が激化している。競争市場と

しての基本条件はまだ形成されず（注４７），既存企

業の独占的地位が強化されている［キム・ナン

ソク２００１，３１―３３］。ガン・ミョング（２００４，３３３

―３３５）は，政府規制と言論組織の運営原理の側

面から言論市場の性格を分類し，韓国の言論市

場は１９８７年以後，強い規制・談合から，弱い規

制・談合，つまり，後見的市場から略奪的市場

に移動したと分析している。各新聞社は，市場

支配力を維持または拡大するため，赤字を抱え

ながら各種商品と新聞の無料提供を行っている。

２００２年の調査では，全発行部数の４分の１が「無

価紙」と呼ばれる無料新聞であり，異常な競争

状況である［ジョン・ヨング２００４］。要するに，

新聞産業における内外の構造変動は，新聞社間

の生き残りの競争をもっと煽る要因として作用

している。つまり，このような新聞産業の競争

構造は，マニフェストが地方選挙のテーマとし

て設定されてから，各新聞社間の報道合戦の根

底にある原理として作用したといえる。

２００６年２月１日，『中央日報』は「５３１地方選

挙を政策競争舞台へ──マニフェスト運動スタ

ート」という見出しで１面に報道した。この報

道は，（１）韓国最初に公にマニフェストを伝え

た，（２）マニフェスト選挙として地方選挙の方

向性を提示した，（３）政策を元にする他マスコ

ミの企画を促進した，という意味を持つ。ここ

では，韓国の大手３新聞社を中心にその動きと

報道の特徴を分析する（表４参照）。報道の流

韓国におけるマニフェスト普及と政策移転ネットワーク形成
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れは，大きく２つあり，政策選挙へのムード作

りと公約評価の時期で分けられる。

まず，２月から４月の半ばまでは，（１）外国

のマニフェスト関連情報の紹介，（２）マニフェ

スト導入に関する市民社会，政党などの動きと

反応，（３）政策選挙のため各社の企画紹介など，

マニフェスト選挙への動きを加速する内容が主

流であった。『中央日報』は，２月１日から４

日までマニフェスト関連ニュースを大きく取り

上げながら（注４８），導入の正当性を主張した。そ

の論理は，「先進国では普遍化されているマニ

フェストは，最近日本も導入し政治改革の効果

を挙げている。韓国でも今回マニフェストを導

入し，候補者の公約を検証し，有権者に判断材

料として提供すべき」ということであった。特

に２０００年の落選運動の経験から，公約検証をす

る市民団体の公正性確保が運動の成否を左右す

ると強調している（注４９）。これは，韓国のマニフ

ェスト運動が公約評価活動として認識されてい

る証拠でもある。『東亜日報』もこのような論

理から，実際に評価主体として取り組むことを

２月２０日に社の方針として発表した。４月１１日

には，FInEという評価指標を開発してその予

備検証を披露した（注５０）。『朝鮮日報』は，４月

４日に「SMARTで公約を分析する」という社

の方針を発表し，２００２年度の公約分析記事を掲

載した。

次は，候補者の公約を本格的に検証すること

である。４月末から各政党の候補者が決まり，

各社は候補者の公約評価作業に取り組んだ。『中

央日報』は，ホームページで開設した公約バン

クへ寄せられた有権者の政策ニーズを分析した

「公約提案地図」を作成し，該当地域の候補者

の意見を聞くシリーズを連載した。５月２４日に

はマニフェスト推進本部の評価結果を詳細に載

せた。『東亜日報』は，５月１日から２７日まで，１６

広域地域の首長候補者の政策を面接・書面調査

して，その分析結果を伝えた。『朝鮮日報』も

５月１１日から３日間，広域候補者の公約を分析

した記事を掲載した。

要するに，各マスコミは，（１）地方選挙の特

別企画（注５１），（２）独自の連携団体，（３）独自の公

中央日報 東亜日報 朝鮮日報

企画テーマ 「マニフェスト真公約選
び：５３１地方選挙，総選挙
より重要だ」

本紙が候補公約検証しま
す」－FInE：実 現 性・反
応性・効率性

「SMART正しい公約正し
い選択］

最初の報道 ２月１日 ２月４日 ４月４日

選挙特集 ２月１日 ２月２０日
４月１１日（指標発表）

４月４日
（指標発表）

報道量 原稿３０３枚・３０ページ 原稿３６４枚・３８ページ 原稿２５９枚・２３ページ

主な記事掲
載

公約地図５月１～４日
公約評価５月２４日

FInE評価
５月１～２７日

SMART評価
５月１１～１３日

（出所）新聞，インターネットなどを参照して筆者作成。
（注）報道量は，２００６年８月２８日「マニフェスト推進日韓共同セミナー」におけるユン・スンモ東亜日報記者の

発表。

表４ 各マスコミの動き
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約評価基準を準備してマニフェスト運動に参加

した。２月１日から始まった報道競争は，マニ

フェスト運動という新たな社会の動きを報道す

ることにとどまらなかった。各社が提案した評

価基準による評価の掲示は，各社には評価方法

の妥当性に関する競争の圧力として，各候補者

にはマニフェスト作成の圧力として作用した。

このような競争は，政策関連報道の増加につな

がり（注５２），とりわけ，４月末から５月にその報

道が集中した（注５３）。今回の各新聞社の報道傾向

に関しては，新聞業界の内外で全般的に肯定的

な評価を受けている［民主言論市民連合

２００６］（注５４）。

５．領域間における政策移転ネットワーク

（policy transfer network）の形成とその作動

（１） 複数の政策移転ネットワークの登場と

その競争様相

本稿は，韓国にマニフェストが短期間で普及

した重要な要因は，政策移転ネットワークが形

成され，そのネットワーク間の競争が起きたこ

とであると主張している（以下，マニフェスト

を移転する政策移転ネットワークを，マニフェス

ト移転ネットワークと呼ぶ）。マニフェストを導

入しようとする各アクターは，政策競争による

選挙文化の改善という，共通の信念を媒介に連

携した。そして，彼らは政策移転ネットワーク

を形成し，それがマニフェスト普及に大きな影

響を与えたのである。

今回の地方選挙を目前にして，マニフェスト

を移転しようと形成された政策移転ネットワー

クは，５つある。２００６年２月に結成された推進

本部を筆頭に，政策選挙を求めるネットワーク

が次々に登場し，全体的に競争し合う形となっ

た。この５つのネットワークのなかで，表５に

おける第１ネットワークがマニフェストを移転

する誰より重要な役割を果たした。まず，この

ネットワークが最初にマニフェストを提唱し，

今回の選挙を政策選挙として設定するきっかけ

を提供した。次第に，候補者，政党，マスコミ，

市民団体などの選挙のプレーヤーが政策選挙に

呼応し，今回の選挙が政策競争の選挙として位

置づけられることになった。次に，このネット

ワークの誕生は，領域内の競争関係にある他の

アクターに影響を与え，他の政策移転ネットワ

ークの登場を促進した。たとえば，中央日報が

推進本部とマニフェスト運動を始めると，新聞

という領域内で競争関係にある東亜日報や朝鮮

日報などは，他の専門家や市民団体と協力関係

を結び，政策選挙を打ち出したのである。

このように，領域間のアクターで結ばれた複

数の政策移転ネットワークの登場は，領域内の

ミクロ的競争と共に，ネットワーク同士も競争

する形となり，マニフェストの普及を促進する

方に働いた。表５のネットワークのうち，第１

は２月１日，第２は２月２０日，第３は３月２日，

第４は３月２１日，第５は４月４日に，記者会見，

新聞記事などを通じて政策選挙の運動の開始を

伝えた。５つのネットワークは，「マニフェス

ト公約評価」「空公約探し」「デタラメ開発・空

公約選定」「FInE」「SMART分析」のような独

自のタイトルで活動に臨んだが，政策選挙の促

進と検証という目的は共通であった。このよう

な新たなネットワークの登場は，領域内には当

該アクター間の競争，領域間にはネットワーク

間競争をもたらし，全体的に政策選挙のムード

を一層加速させることになったと評価できる。

５つの政策移転ネットワークは，領域間連携

が主な特徴だと指摘した。連携は，（１）市民団

韓国におけるマニフェスト普及と政策移転ネットワーク形成
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体─新聞社─選管，（２）市民団体と新聞社，（３）

新聞社と専門家の類型で分けられる。典型的な

アクターの活動パターンは，市民団体は，（１）

有権者への政策提案運動，（２）公約評価活動，（３）

政策選挙キャンペーンの展開などで有権者に直

接呼びかけること，マスコミは，市民団体とパ

ートナーシップを結び，公約評価の結果を中心

にその内容を伝えること，専門家グループは，

評価を実施すること，選管は，合法的活動の範

囲で，政策選挙ムードの向上を支援することで

あった。

各ネットワーク内のアクターは，自分の特徴

を生かした役割を果たしながら，政策選挙とい

う大義名分を共有した。この協力関係は，アイ

ディアの移転を超え，ゲームのルールを公式文

書で設定するまで進展した。２００６年３月１６日に

選管と推進本部の主催で「マニフェスト政策選

挙協約式」が行われた（注５５）。５政党が合意した

「協約文」は，とりわけ，第１ネットワークが

共同作業により生まれた結果であった。作成プ

ロセスは，まず市民団体と選管が共に基礎案を

提示し，マスコミが修正・補完した。５政党の

協議を経て最終確定した（注５６）。これは，マニフ

ェストに対する選挙関連のすべてのプレーヤー

の意思が，反映された合意でもあった（注５７）。

（２） マニフェスト移転ネットワークの評価

では，なぜこれらのネットワークを政策移転

ネットワークとして評価できるのか。ここでは，

前述された政策移転ネットワークの概念から，

今回のマニフェスト移転に触媒的役割を果たし

た，第１ネットワークを中心に分析する。

第１に，ネットワークに参加したメンバーは，

政策競争によって選挙文化を改善しようとする

志から，解決の方法論としてマニフェスト導入

の正当性に賛成するアクターであった。「マニ

フェスト」という政策アイディアがその協力の

関係を形成させる媒介として役割を果たしたの

である。

第２に，ネットワークの相互作用は，共同事

業を合意した２００６年１月から選挙日である５月

３１日までの５カ月間で臨時的である。地方選挙

の期間に集中的にキャンペーンを実施し，候補

ネットワーク
（構成アクター）

第１ 第２ 第３ 第４ 第５

市民団体 推進本部 経実連 市民連帯

マスコミ 中央日報 東亜日報 文化日報 ハンギョレ新聞 朝鮮日報

他の協力アクター
選管 議会発展研究会

と共同
政策学会の会員

評価作業 評価実施 評価実施 評価実施 評価実施 評価実施

評価基準
SMART
SELF

FInE 完成度
価値

持続可能
実現可能

SMART

（出所）新聞，インターネットなどを参照して筆者作成。
（注）１）第１，第２とは，各移転ネットワークを区分するため任意につけた。

２）市民団体，マスコミ，他の協力アクターは，各移転ネットワークを構成するアクターである。
３）SMARTとSELFは公約の評価技法で，本文注４３を参照。

表５ 韓国における５つのマニフェスト政策移転ネットワークの形成
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者または政党がマニフェストを提示し，それに

よって有権者が選択するというムード作りが，

ネットワークが合意した事業の目的であった。

地方選挙の後，２００７年度に韓国大統領選挙が予

定されており，今回の協力関係は続くと予想す

るが，一般的な政策決定に影響を及ぼす持続的

ネットワークではなく，選挙の際に作られる臨

時的でゆるい連携関係にとどまると思われる。

第３に，ネットワークの各アクターは，自分

の動員資源を生かして信念を実現している。市

民団体はマニフェストに関する情報と市民次元

の普及ルートを，専門家グループは公約評価基

準を，マスコミは報道を，選管は予算と行政次

元の普及ルートを，提供したのである。たとえ

ば，協約式によって，選管は各候補者の公約を

提出してもらい，推進本部がそれを評価し，法

律の範囲内で結果を公表して，マスコミは，そ

れを集中的に報道することになった。そして推

進本部における中央と地域間の関係は，中央が

マニフェストと評価基準に関する情報と評価方

法を地域へ教育と学習を通じて伝わる，つまり，

アイディアを発信するアクターに依存する形に

なった。

第４に，移転ネットワークのパワーは，マニ

フェストに関する知識と情報から生じた。韓国

の政治文脈のなかで，政策で競争する政治シス

テムへの変化を国民が求める際に，その具体策

としてマニフェストを提示した。これは，政策

の窓が開いた時に，必要な案が登場するような

様子である。したがって，移転ネットワークの

影響力は，マニフェストに象徴される具体的方

法論を持つことによって生まれた。結果的に，

マニフェスト選挙に５政党が合意し，広域レベ

ルの首長候補者はすべてマニフェストを提出す

ることになった。

Ⅳ 結論

以上，韓国におけるマニフェストの短期間普

及の要因を４つの側面から分析した。要するに

韓国のマニフェスト運動の展開は，（１）動員組

織を持つ市民団体と選管の積極的な参加，（２）

市民社会やマスコミなどの領域内部の競争，と

いうミクロの動きをベースに，（３）市民社会－

マスコミ－選管という領域をまたぐ５つの移転

ネットワークが形成され，統合的にマニフェス

トを促進する体制が生成された。複数の政策移

転ネットワークの登場と競争は，マニフェスト

の普及スピードを速める方向に働いたと結論す

る。

今回の地方選挙を通じて，韓国のマニフェス

ト導入はソフトランディングしたといえるだろ

う。何より，選択の基準としての公約の重要性

を再認識する機会であったからである。だが，

それが定着するまでには様々な課題が残されて

いる。特に，有権者の選択基準における公約の

比重を高める環境の整備が先決課題である。実

際各候補者は，マニフェストの趣旨には共感し

ながらも（注５８），時間の制約，専門性確保の難し

さとともに政党中心の有権者の投票行動を理由

に，マニフェスト作成を躊躇する意見が多かっ

た［中央選挙管理委員会２００６e］。これは，公約を

市民団体が検証する行為も大事だが，検証のプ

ロセスにおいて，有権者との相互作用が行われ

る政策論議の場が生成される必要性を示唆して

いる。マニフェスト・サイクルともいえるこの

土俵が生まれないと，マニフェストは，一時的

な流行として終わる可能性が高いのである。最

韓国におけるマニフェスト普及と政策移転ネットワーク形成
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後に，比較の観点からは，プレーヤー（政治家）

の宣言から導入が始まった日本と，市民団体や

メディアなどのプレーヤーを取り巻く外部の要

求から始まった韓国という違いがある。マニフ

ェストの制度化の過程を見極める必要がある。

２００７年１２月に韓国は大統領選挙を控えている。

マニフェストを前提とした制度的整合性と補完

性を模索する，数多くの政治改革の議論が巻き

起こることを期待する。

（注１） Roseは，これを教訓導出（Lesson−drawing）

と呼んでいる。

（注２）「マニフェスト，静かな革命」（『中央日報』

２００６年６月１３日）。

（注３） Evans and Davies（１９９９）は，Policy transfer

network approachをはじめて提示している。Evans

（２００４）のなかで，Evans and McCombが，“Policy

Transfer Networks : An Insider Perspective”を通じて

その概念を発展させている。

（注４） 政策ネットワーク論の登場と分類に関す

る詳しい内容は，Rhodes（１９９７）の第２章“Policy

Networks in British Political Science”を参照。

（注５） 既存の政策ネットワーク論は，特定政策

領域に参加しているアクター間の相互作用のパター

ンが政策決定プロセスを左右し，政策アウトカムを

決める，というアプローチから，構造化・持続化さ

れている相互作用を主な分析対象にしている。

（注６） Marsh and Rhodesの政策コミュニティと

Adler and Hassの知識コミュニティの政策ネットワー

クのモデルと比較を通じて政策移転ネットワークの

特徴が明らかになっている。

（注７） 基礎レベルの地方議会議員の選挙制度は，

既存の小選挙区制（３４９６選挙区３４９６名）から中選挙

区制（９０６選挙区２８８８名）に変更された。同時に導入

された比例代表制は，２８８８名の１３パーセントにあた

る３７５名になっている。

（注８） 韓国の行政区域は三層制で，３段階で特

別市広域市道，市郡区，邑面洞里で構成されている。

選挙は，広域地域と基礎地域に分けられる。広域地

域は日本の都道府県に相当する特別市，広域市，道

に，基礎地域は日本の市町村に相当する市郡区に分

かれている。首長は広域・基礎団体長とも呼ばれ，

特別市長，広域市長，知事，市長，郡守，区庁長の

ことを指す。

（注９）「朝鮮日報・韓国ギャラップ世論調査」

（『朝鮮日報』２００６年６月５日）。

（注１０）「ソウル・釜山・忠南・光州有権者３次パ

ネル調査」（『中央日報』２００６年５月３０日）。

（注１１） 中央選挙管理委員会は，ミディアリサー

チに依頼し，２００６年７月３日から４日にかけて全国

の有権者１０００名を対象にし，「マニフェスト関連有権

者意識調査」を実施した。

（注１２） 選管の調査によると，マニフェストの認

知度は，５月（８～９日）には２３．１パーセントだっ

たものが，７月（３～４日）３１．５パーセントに上が

った。５月の時点でマニフェストを認知している有

権者の６６．９パーセントはマニフェスト運動が候補者

の公約を検証することに肯定的に作用すると予想し

た。

（注１３）『中央日報』２００６年２月２日には，「マニ

フェスト運動参加を宣言した予備候補者」というタ

イトルで，主な候補予定者の名前とコメントが載っ

ている。全国青年市郡区首長の会員１８名は，「地方選

挙に臨む我々の姿勢」という共同声明を発表し，マ

ニフェストで戦うことを宣言した。

（注１４） 与党のウリ党は，２月２２日に最終意思決

定機関である最高委員会でマニフェスト運動に積極

的に協力することを決定した。

（注１５） 選管が主催した「政策選挙の定着と韓国

型マニフェスト推進方案の模索」の国民大討論会が

２月２２日に開催。『東亜日報』２００６年２月２４日。

（注１６）『市民の新聞』２００６年２月２４日。

（注１７） マニフェスト運動が導入された時点で，

韓国でも日本のように，政策公約集の配布が禁じら

れた。２００６年４月２７日弟２５９回国会弟３次法案審査小

委員会の康奉均議員の代表発議によって，第４回全

国同時地方選挙に政策公約集の配布を許容する「公

職選挙法一部改正法律案」が提案された。この法律

は，選挙後同年１２月７日に国会を通過した。６６条が

新設されることにより，今後，広域は３２ページ，基
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礎は１６ページ以内のマニフェストが作成できること

になった。今回の選挙では，候補者の政策公約集の

配布はできなかったので，次の経路によって主に発

表された。（１）候補者のホームページに掲載，（２）テ

レビ討論による公約提示，（３）協約式への約束により，

広域は１０個，基礎は５個の公約を選管に提出。選管

は「政党政策比較システム」というホームページ（http :

//www.nec.go.kr : 8088/3pweb/）に掲載，（４）各市民

団体による公約評価。今回のマニフェストは公約の

選定理由，目標，方法，財源の項目に対して記述す

る形となり，日本で重視された分かりやすさ・読み

やすさはあまり注目されなかった。

（注１８） 選管は，全国にマニフェスト運動を普及

するために，マニフェスト推進市民団体の結成状況，

立候補者の同意，地域選管の推進意思，管理環境を

考慮して，重要拠点地域を設定した。これを「集中

支援選挙区」と呼び，４３カ所を指定した。

（注１９） ソウル特別市の首長候補者の公約をいく

つか紹介する。ウリ党の康錦實候補は，（１）ソウルの

未来ビジョン──新都心・世界都市・ソウルプラン，

（２）すべての小学校に放課後学校の設置──私教育費

の５０パーセント節約，（３）賃貸住宅１５万戸供給，ハン

ナラ党の呉世勲候補は，（１）江北都心復活プロジェク

ト──セウン商街と東大門運動場を市民文化の複合

空間として作り，新たなソウルの顔にする，（２）世界

一流環境都市──大気の質の改善に１兆ウォンを投

資して失われた寿命の３年を戻す，（３）公共保育の拡

大──１洞にひとつの公共保育施設を設置し，安い

料金で近いところで安心して子供を守る，民主労働

党の金鍾�候補は，（１）教育両極化の克服のための市

税による「希望基金」の設置，（２）子供が痛くなると，

ソウルが痛くなる──アトピー・ストップ，（３）市場

ではなく市民に権力を！──参加予算制の実施，な

どの公約をそれぞれ発表した。市民連帯が全国の広

域レベルの首長候補者が発表した９９７個の公約を対象

に分析した評価によると，（１）９９７個の公約のなかで

１６５個の公約（１７パーセント）が財政対策などを具体

的に提示し，（２）経済と福祉分野が４３パーセントと２０

パーセントでより多く，４３４個の経済公約のなか公共

事業が２１０個（４８パーセント）を占めるなどの傾向を

みせた。

（注２０）２０００年４月１３日の第１６代国会議員選挙の

前に，全国の４２１の市民団体で構成された「総選市民

連帯」が発足し，公職選挙における不適切な候補者

に対して公薦（公認）反対・落選運動を展開するこ

とを宣言した。この連帯は，４月３日に公認反対者

６４名と反人権事件および納税不正関連者２２名など，

合計８６名の落選リストを発表し，対象者を落とす運

動を繰り広げた。政界の一部はこれを不法だと非難

したが，国民の支持により８６名中５９名（６８．６パーセ

ント）が落選する結果となった。選挙後，一部地域

の運動代表者が罰金刑に処され，憲法裁判所が落選

運動を禁じる現選挙法は合憲という決定を下すなど，

落選運動の違法性問題が沸き起こった。以後，選挙

法８７条が改正され，法が許容する市民団体が落選リ

ストを発表することは認められるようになった。

（注２１） 理念は，成長か分配かといった経済的価

値よりも，対北朝鮮政策への立場の違いである。世

代は，２０・３０代と４０代以後の世代間の政治的性向の

違いである。メディアは，世論調査とインターネッ

トである。多様な世論調査の発表は意図されない政

治的影響力を発揮している。インターネットは世論

形成と政治的意思疎通にかなり効果的なツールにな

っている。盧武鉉候補者は，世代とメディアを適切

に活用し，勝利を収めた代表的なケースである。

（注２２） 詳しい内容は，河（２００７）を参照。

（注２３） KTXのチョンソン山区間工事にあたって，

環境団体が韓国高速建設公団を対象に訴訟を起こし

て工事が中断した出来事である。チョンソン山のサ

ンショウウオも訴訟人に含まれ，いわゆる「チョン

ソン山サンショウウオ訴訟」で全国的イシューとな

った。これは政治的背景を持っている。２００２年盧武

鉉大統領候補が，チョンソン山トンネル工事の白紙

撤回の公約を掲げ，当選後，路線変更を検討した。

結局，既存路線の維持決定が行われ，環境団体は猛

反対して訴訟を起こした。２年８カ月の論争の

末，２００６年６月，最高裁判所の判決によって工事が

再開することで終止符が打たれた。

（注２４） 選管は，「２００６年度の主要業務計画の推進

方向」に（１）政策選挙の雰囲気の促進と縁故主義の選

挙風土の改善，（２）公正で中立的な討論管理で公正性

と信頼性の確保の方向性を決めた。
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（注２５） 中央選挙管理委員会［２００６a］。

（注２６） ３月１６日「マニフェスト政策選挙実践協

約文」の中。

（注２７） 選管は，中央選挙管理委員会（２００６b）を

通じて，マニフェスト・サイクルの概念を提供した。

（注２８） 代表的なのが，経済正義実践連合の金融

実名制（金泳三大統領），参与連帯の腐敗防止法（金

大中大統領）の法制化である。

（注２９） ジョ・ヒヨン教授（聖公会大学）は，総

合的市民運動（encompassing civil association）と称

する。

（注３０） 市民団体の連帯機構として，「２０００年総選

市民連帯」（４７３団体），「２００５年イラク派兵反対国民

行動」（３５１団体），「国家保安法廃止連帯」（３０５団体）

などがある。

（注３１） http : //www.new−right.com/read.php?

cataId=nr01008&num=241（２００６年１１月アクセス）．

（注３２） 各市民団体の具体的な活動については，

経済正義実践連合（２００６），マニフェスト推進本部

（２００６），２００６地方選挙市民連帯（２００６），希望製作

所（２００６）を参照。

（注３３） 白完基（１９８２）によれば，運命主義とは，

人間生活のすべてが人間の意志より偶然，幸運，超

自然の力によって決まると考える性向である。これ

は，近代化の推進力という感情移入的能力と正反対

の概念であり，行政においては，科学分析より直観

による決定，合理性と科学精神よりカリスマ性を持

つ指導者に頼ることにつながる。非物資主義は，物

質的なものより精神的価値を重視する主義である。

儒教思想に起因するもので，このような風土では経

済発展，科学発展を期待することが難しい。このよ

うな行政文化では，道徳要因を強調しすぎて，行政

現象への科学的アプローチによる分析が難しくなり，

物欲を否定することでむしろ腐敗の誘惑に落ちやす

くなる，と評価される。

（注３４） 新公共管理（New Public Management :

NPM）は，欧米を中心に福祉国家の成長によって肥

大化した政府部門を改革するために，１９８０年代から

登場した行政改革の手法である。小さく効率的な政

府を目指し，（１）市場原理，（２）顧客満足，（３）立案と

執行の分離，（４）成果を重視する企業家的運営などの

特徴を，政府部門に取り入れようとしている。１９９０

年代から韓国もNPMを主な行政改革の手法として採

用して多様な部門に適用している。

（注３５） 韓国のマスコミは，行政の業績主義中心

の形式主義的特徴を「展示行政」と呼ぶ。

（注３６）２００６年４月のマニフェスト政策選挙推進

総合指針（Ⅱ）では，マニフェスト推進に対する，

相当な選管の意欲がうかがえる。「今は，マニフェス

トは導入するかしないのかの選択の問題ではなく，

推進すべき共感が形成されているので，マニフェス

トを通じた政策選挙の実現のために，すべての知恵

を引き出し実質的に推進すべきである」。

（注３７） 予備費は，１１億ウォンのうち９０パーセン

ト程度を使った（ソ・インドックチーム長と筆者間

の電子メールインタビュー，２００６年７月６日）。

（注３８） ３月１６日を起点に，地域では４月１０日か

ら５月２日まで全国１６カ所の市道で協約式が開催さ

れた。

（注３９） 各地域選管は，３月３０日から５月１０日に

かけて，政党，立候補予定者，マスコミ，有権者な

どを対象にマニフェスト説明会を開催した。教育は，

選管の事務局長または事務課長が担当し，必要な場

合専門家を招いた。ここでは，立候補者４万４８２４名，

政党関係者１８９０名など，計５万８５５０名が参加した。

中央選挙管理委員会「マニフェスト真公約選択業務

推進状況報告」２００６年６月。

（注４０）『マニフェスト実践ガイドブック』は，候

補者向けと有権者向けの２つのタイプが製作され，

それぞれ２万５８００冊と６０万１０００冊が配布された。

（注４１）２００４年１０月２８日に時事・ジャーナルが，

「韓国を動かす影響力がある集団または，勢力（大

統領以外）とは誰か？」と各分野の専門家１０００名に

質問したところ，市民団体が２８．９パーセントで，与

党（２３．７パーセント），言論界（１８．１パーセント）な

どを抜いて１位となった。

（注４２）「アジェンダ２１」は，地球全体の持続可能

な発展を目標とし，すべての国家と集団が相互協力

体制を構築し実践行動をするためのガイドである。

その第２８条で，持続可能な発展のため地方政府の主

導的な役割を求めながら，各国の地方政府が持続可

能な地域社会の発展のための行動計画を地域社会構
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成員と合意を通じて作り，実践することを勧告して

いる。これが「地方アジェンダ２１」である。

（注４３） 各市民団体連合はそれぞれの評価基準を

提示した。推進本部は，公約の形式的要件（SMART）

は，具体性（Specific），測定可能性（Measurable），

達成可能性（Achievable），適切性（Relevant），工程

表（Timed）の５つの要素から，公約の内容（SELF）

は，持続可能性（Sustainability），自治力量強化

（Empowerment），地域性（Locality）から測定する。

市民連帯は，持続可能性（環境・文化・社会経済）

と具体的な実現可能性の２つの軸を中心に各軸の下

位５要素で評価する。経実連は，公約の適切性と実

現可能性を基準に公約を検証する。韓国市民団体の

公約評価活動に関しては，河（２００６）を参照。

（注４４） 推進本部は評価指標別に優秀・不足な公

約を，市民連帯は「１０大デタラメな開発・空公約リ

スト」など計４０のリストを，経実連は１５の空公約を

発表した。

（注４５）「市民団体─マニフェストすれ違う公約評

価」（『プレシアン』２００６年５月２３日）。

（注４６） ガン・ミョングは，金大中大統領が言論

改革を宣言した後の一連の事態を言論戦争と定義し，

これは，韓国民主主義が成熟していく過程での支配

連合のヘゲモニーの危機の結果だと主張している。

（注４７） 新聞市場は市場原理が作動していない。

１００余の新聞社のうち黒字を出しているのは１０社もな

いのに，ほとんど撤退する新聞社がない状況である。

（注４８）『中 央 日 報』２００６年２月１日（１面，６

面），２月２日（３面），２月４日（４面）などである。

（注４９）『中央日報』２００６年２月１日（１面，３面）。

（注５０） FInEとは，東亜日報と韓国議会発展研究

会が地方選挙における各候補者の公約を評価するた

めに開発した評価技法である。FInEという名前は，

各評価側面の英語の頭文字を合成し，読みやすくす

るために付けた。公約を評価する３つの側面は，実

現性（Feasibility），反応性（Interactiveness），効率

性（Efficiency）である。Fは公約の財政・政治・物

理的実現性を，Inは公約を有権者がどれくらい受け

入れるのかの程度を，Eは公約の経済・社会的効率性

を，測定する項目で構成している。

（注５１）「マニフェスト真公約選び──５３１地方選

挙総選挙より重要だ」（『中央日報』２００６年２月１日），

「本紙が候補公約を検証します──FInE：実現性・

反応性・効率性」（『東亜日報』２００６年２月２０日），

「SMART正しい公約・正しい選択」（『朝鮮日報』２００６

年４月４日）。

（注５２）２００６年８月２８日「マニフェスト推進日韓

共同セミナー」における，ユン・スンモ東亜日報記

者の発表。

（注５３） 主な記事として，『中央日報』は５月１日

から４日まで公約地図を，５月２４日に推進本部の公

約評価を，『東亜日報』は５月１日から２７日までFInE

による公約評価結果を，『朝鮮日報』は５月１１日から

１３日に公約評価を，それぞれ集中連載した。

（注５４） 韓国新聞協会は，２００６年１０月１３日に「今

年の企画探査部門」の受賞者として中央日報のマニ

フェスト企画を決定した。

（注５５） ソ・インドック政策政党支援チーム長は，

今度のマニフェスト導入に重要な転換点になったの

は，２月１日，２月２３日，３月１６日だとしている。

（注５６） ソ・インドックチーム長と筆者間の電子

メールインタビュー（２００６年７月６日）。

（注５７） ソ・インドックチーム長と筆者間の電子

メールインタビュー（２００６年９月１３日）。

（注５８） 選挙後，江原日報が江原道地域で当選し

た首長と地方議員２２８名（回答２２２名）に対し行った

調査で，回答者の５８．６パーセント（１３８名）が，マニ

フェスト運動が選挙に「役にたった」と答えた（『江

原日報』２００６年６月９日）。
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